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‖）募金総療がも   

・最も多いのは、塞魔塵．鉛製虹旦陰農。  

寧最も少ないのは、鹿島凰の偲。  

※都道府県別の平均観乱冒億円   

（2）州Å当たり募金額が、  

庸最も多いのは、慮遺風の星型L旦艶。   

講義も少ないのは、泉阪魔の男腰L創製。  

※全国平均はパ澤軋急円   

（3）州世帯当たり募金額が、  

霹最も多いのは、底意魔の即製＿旦艶。   

・最も少ない（別ま、太阪磨．の芸担堅」盟。  

※全国平均は、438．首門  

④剛、瑠叫Ⅶく頂）都道府県別の募金総敬  

単飽：億円   

よ位の都道府県  

位   
県名   

割合  
金魚  

（％）   

県名   金額  割合（望も）   

1埠．7  6．65  徳島県   1．57   叢－華至≡   

1．62   0．73   

0．78   

1．75   0て9   頂 東京都            望 神奈川県 12．8  5．80  鳥取県      讃 埼玉県   10．9  4．92  和歌山県  1．72    穏 愛知県   柑．7  ！4．85  佐賀県      ヱ【北海道」10・2  軋62  高知県  1．78   0．81   

④叫頂…（望）密通府県別め職Å当たり募金額  

単位：円  

④仙1蘭（3）都道府県別の剛健帯当たり募金漁  

単性：円  

順  
上位の都道府県  下位の都道府県  

金魚   県名   金籠   

島根県   330．1  大阪府   106，6   

2  層Ⅷi県   308．9   東京都   120．7   

3  岩手県  308，2  広島県   130．2   

冬  出田県  285．0  千葉県  137．8    鳥取県  264．6  奈良県  139．2  

情   上位の都道府県  下位の都道府県   

位   県名 細  県名   金額   

1  島 919・3   大阪府  249，ア   

2  岩手県   878．0  東京都   250，6   

3  香川県   807．4  広島県   31B．8   

4  福井県   799．5  千葉県   348．尋   

5  鳥取県   神奈jl憬  350・9 

－・i．ト   



④剛芝皿Å当たり募金換（平射神慮ほソ職シヤルキヤピ魯ル指数※  
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浮∴ 、′；‥・こ∴i－・′べ呈卜鴇寺霹  

「隣近所とのつきあいの程度・信頼度、他線的  
活動（祭、行事〉への参加、ボランティア・市民活動  

への参加の状況などJを指数化したもの。  

奉賛斜における指数は、内閣府費託調査く平成  
閥帝展）のデ柵′タを基に、厚生労働省社食繹援護局  

が作成。  
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⑤叫増 配労の内訳（平成瑠7年度）  ※災害等準備金積立は除く。  

′・－－‾‥‾l、、‾＝－  

◎ 件数では喝F造盈撮隆協議会」と「団体・グル腑割（NPO法泉、ボランティア団体句家族会∵注民参加型   
団体など）がそれぞれ全体の約4割。   

0 金額で捜、訂後金旛盈陰魔塵jが全体の約6割（う15。9億円）を占め、個体はぎプ♭肋1プ」（身説3億剛の2倍   
以よ。   

O F福祉施設」は件数貯金額ともに全休の1書噛（9，557件も24．4億円）。   

臣1件あたりの配分額は、251，395円。  

※「・誉め他」とは、都道府県共同募金会等が債接行う事業（主に個人給付的なもの）に充てられている。  

・・†．蔓．コー・   



⑤Ⅶ藍藻愈の使途  

¢共同募金め使途は多岐にわたるが、どこにどのように使われているのかわかりにくしも、などの事旨構がある∩  

住民全般   h住民の福祉サ叩ビス利用に関する相醜   

（那∴銅坑平成17年度配分案  F社協広報誌等を作成し住民に福祉サ仙ピ呆情報の提供  
緒旗に占める割合。以下、同  

様。）  ほバリアフリ闇マップ作成など   

高齢者   ・寝たきりの高齢者の1人暮らしの高齢者の見守り詳介助   

ほ5．3％）   ・介護者を支援するための講習  

・移動入浴車での巡回   

障害児者   ・適所施設等への送迎用バス運行   

l（1臥S％）   りJ＼規模作業所の運営補助  

・余暇活動支援など   

児童澤青少年   
電子育て申の父母への生活相談   

（1芝．0％）   鏑児童文庫の運営補助  

雌フリースク¶ル運営補助  

習児童虐待防止やDV被害者の支援など   

要援護者   
眉低所得者に見舞金晶の配布   

（’琶2，ヲ％）   曹路上生活者への食事提供や就労犀自立支援  

甘在日外国人を対象とする詠泰語教室開催  

Rアルコ舶ル依存症者の更生支援など   

‥：LJト   



社会福祉法（昭和26年法律案穏5号き軸抜粋縛  

第謂⑳聾 地域福祉の推進  

第笥節地域福祉計画  

寮監静 観余韻祉協議会  

第3師 弟間募金  

（共同募金）  

第頂瑠芝条 ≡の法律においで「共同募金jとは、都道府県の区域を単位として、毎年間回、厚生   

労働尭臣の定める期間内に限ってあまねく行う寄附金の募集であってちその区域内におけ   

る地域福祉の推進を図るため、その寄附金をその区域内において社会福祉事業、更生保護   
事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者（国及び地方公共団体を除く。以下   
≡の節において同じ。）に配分することを目的とするものをいう。  

（共同募金会）  

築頂頂3粂 共同募金を行う事業は、第二条の規定にかかわらず、貸間種社会福祉寮薫とする。  

望 共同募金事業を行うことを目的として設立される社会福祉法人を共同募金会と称する。  

餞 三無闇募金会以外の者は、共同募金事業を行ってはならなし、。  

録 共同募金会及びその連合会以外の者は、その名称申に、F共同募金会j又はこれと紛らわ   

；．．享＼二．㌢掌を用いてはならない。  

如i5h   



∈共同募金会の認爾）  

第謂瑠卑粂 第≡十条第紳囁の所轄庁は、共同募金会の設立の認可に当たつでほ、寮≡幸三条   

に規定する事項のほか、次に掲げる事項をも審査しなければならなしも。   

間 当該共同募金の区域内に都道府県社会福祉協議会が存する≡と。  
特定Åの意思によって事業の経営が左右されるおそれがないものであること。   
当該共同募金の配分を受ける者が役員、評議員又は配分委員会の委員に禽薫れなら鴇≡  

∴く）  

閤 役員句評議員又は配分委員会の委員が、当該共同募金の区域内における民意を公正雷≡   
代表するものであること。  

（配分委員会）  

第㍗相集：寄附金の公正な配分に資するため、共同募金会に配分委員会を置く。  
望 第三十朱条第四境各号のいずれかに該当する者は旬配分委員会の要員となることができな   

十Ii  

詔 共同募金会の役員は、配分委員会の委員となることができる。ただし、委員の総数の三分の   
醐を超えてはならない。  

確 芝び∋節に規定するもののほか、配分委員会に関し必要な事項はも政令で定める。  

（共闘募金の性格）  

第謂瑠6条 共同募金は、寄附者の自発的な協力を基礎とするものでなければなち庵泡㌔  

－16h   



（共闘募金の配分）  

第頂謂習粂 共同募金は、社会福祉を目的とする事業を経常する者以外の者に配分』竃はな   
r二三ふい、，  

望 共闘募金会は年寄附金の配分を行うに当たヨでは勾配分委員会の承認を得なければなら   

チ主．二重・ミ∫J  

竃 尭開幕会食ほ、第百十三条に規定する期間が満了した日の属する会計年度の翌年度の   
末日意でに均その寄附金を配分しなければならない。  

穏 構盈貰廣地方公共団体はち寄附金の配分についぞ干渉してはならなし淘。   

（準備金）  

第確瑠8条 共同募金会は、前条第三項の規定にかかわらず、災害救助法（昭和二十二年法   

律第百十旅僧）第三条に規定する災害の発生その他厚生労働省令で定める特別の事情   

がある場合に備えるため、共同募金の寄附金の額に厚生労働省令で定める割合を乗じで   

得た額を限度として、準備金を積み立てることができる。  

望 共同募金会は、前項の災害の発生その他特別の事情があった場合には、第百十≡粂の   
規定にかかわらず、当該共同募金会が行う共同募金の区域以外の区域におい竃社会福   

祉を目的とする事業を経営する者に配分することを目的として、拠出の趣旨を定め、問項   

の準備金の全部又はT部を他の共同募金会に拠出することができる。  

竃 前項の規定による拠出を受けた共同募金会は、拠出された金鏡を、同項の拠出の趣旨に   

碇が㌧当該共同募金会の区域において社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分し   

なければならない。  
穏 典開幕金会は恥第Ⅷ頓に規定する準備金の積立て、第三頓に規定する準備金の拠出及   

び前項の規定に基づく配分を行うに当たっては、配分委員会の承認を得なければならなb箋。  

・－ユ．7・、   



（計画の公告）  

寮㌢臓粂㌻ 衆開幕金会は、共同募金を行うには、あらかじめ、都道府県社会福祉協議会の   

意農を聴きも及び配分委員会の承認を得て、共同募金の目標額、受配者の範囲及び配分   
の方法を定め、≡れを公告しなければならな』、。  

（結果の公告）  

寮瑠28条 共同募金会は、寄附金の配分を終了したときは、蜘月以内に、募金の総額、配分   
を受けた者の氏名又は名称及び配分した額並びに第百辛八粂第触項の規定により新た臆   
積み童竃られた準備金の額及び準備金の総額を公告しなければならない。  

霊 薬開幕金会は、第雷十八条第二項の規定により準備金を拠出した場合にほ、速やかに、   
開項の拠出の趣旨、拠出先の共同募金会及び拠出した額を公告しなければならない。  

3 共同募金会は、第百十八条第三項の規定により配分を行うた場合には、配分を終了した   

後三月以内に、拠出を受けた総額及び拠出された金額の配分を受けた者の氏名又は名称   

を公告するとともに、当該拠出を行った共同募金会に対し、拠出された金額の配分を受け   
た者の氏名又は名称を通知しなければならない。  

ー18－   



（浜岡募金会に対する解散命令）  

寮頂夏暮頂条 第三十条第脚項の所轄庁は、共同募金会については、第蓋十六条第四項の事   
由が生臆た場合のほか、第百十四条各号に規定する基準に適合しな㍍と認めら観る曹≡萱   

頂た場合百三お転もでも、解散を命ずることができる。ただしも他の方法ぎ≡より監督の目的を達   

音る≡とができない場合に限る。  

（受配者の寄附金夢集の禁止）  

策領空望条 共同募金の配分を受けた者は、その配分を受けた後脚年間は句その事業の経営   
に必要な資金を得るために寄附金を募集してはならない。  

（適用除外）  

策笥23彙 第七十三条の規定は、共同募金会が行う共同募金につし㌔ては、適用配属㍑㌔  

（共同募金会連合会）  

第一望埠粂 共同募金会は、相互の連絡及び事業の調整を行うため、全国を単位とし竃ち共同   
募金会連合会を設立することができる？  

農 兵開募金会連合会は、第七十三条の許可を受けて寄附金の募集をしようとするときは専   

あらかじめ旬その募集をしようとする地域の属する都道府県に係る共同募金会の意見を聴   
かなければならない。  

一主うー   




